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第 224 回

約 47 年間の長きにわたり、さく岩機、

チェーンソーなどの振動工具を使用する土

木工事、造林事業に従事してきた労働者 A

が、振動障害を発症したとして、労災保険

法に基づき療養補償給付および休業補償給

付の請求をした。

A が発症した末梢神経障害は、いわゆる

白ろう現象（レイノー現象）には至ってい

ないが、労働基準法施行規則別表第一の二

第三号３「さく岩機、鋲打ち機、チェーン

ソー等の機械器具の使用により身体に振動

を与える業務による手指、前腕等の末梢循

環障害、末梢神経障害又は運動器障害」に

該当するとされ、業務上災害と認められた。

A は、昭和 35 年から平成 18 年まで、相

当長期間にわたり、土工、造林夫として、

さく岩機、チェーンソーなどの振動工具を

使用する業務に従事してきた。厚生労働省

は、振動障害の認定にあたり、昭和 52 年

の通達により「振動障害の認定基準」を定

めて認定業務を行っている。それによれば、

①振動業務に相当長期間従事した後に発生

した疾病であること、② (1) 手指、前腕な

どにしびれ、痛み、冷え、こわばりなどの

自覚症状が持続的または間けつ的に現れ、

かつ、次の（イ）から（ハ）までに掲げる

障害のすべてが認められるか、またはその

いずれかが著名に認められる疾病であるこ

と。すなわち、（イ）手指、前腕などの末

梢循環障害、（ロ）手指、前腕などの末梢

神経障害、（ハ）手指、前腕などの骨、関節、

筋肉、腱などの異常による運動機能障害の

が

え
る
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３点が挙げられている。また、② (2) とし

て、レイノー現象（いわゆる白ろう現象）

の発現が認められた疾病であれば、それだ

けで業務起因性が肯定されるとしている。

レイノー現象とは、全身が寒冷にさらさ

れ、冷感を覚えたときに、手指血管の痙攣

縮発作により、手指が発作的に蒼白となる

現象をいい、振動障害に最も特徴的な症状

とされる。すなわち、白ろう病は典型的な

振動障害として、その発現が確認されれば、

そのことのみで労災認定される。しかし、

白ろう病によるレイノー現象の特徴は全身

が冷えた時に突然指が真っ白になる状態で

出現し、数分で消えてしまう。カラー写真

で第三者の確認すら困難である。診断その

ものが非常に難しいという特徴を有してい

る。認定基準は、白ろう病にまでは至って

いなくても、手指、前腕などの末梢循環障

害・末梢神経障害・手指、前腕などの骨、

関節、筋肉、腱などの異常による運動機能

障害のすべてが認められるか、またはその

いずれかが著明に認められれば労災認定に

至るという意味である。

A は 47 年もの相当長期間にわたり振動

業務に従事していたことは争いなく認めら

れた。しかし、レイノー現象の発現が認め

られることまでは医師の診断と検査によっ

てもはっきりと認定できなかった。

そこで、末梢循環障害・末梢神経障害・

運動機能障害のすべてが認められるか、あ

るいはそのいずれかが、著明に認められる

かどうかが争われた。特に本件では、末梢

循環障害の有無について医師による見解が

分かれた。この点、認定基準によれば、検

査方法と評価方法が詳細に定められてい

る。例えば検査の前提となる留意事項とし

て、皮膚温、痛覚その他の検査にあたって

は、外気ばく露の影響が残らないように、

必ず検査前に室温 20 度から 23 度の室内に

おいて 30 分以上の安静時間をとることと

されている。また、手指の皮膚温の測定に

ついては常温下の皮膚温が正常か否か、冷

却負荷後の皮膚温が異常でないか、冷却負

荷後の皮膚温回復率が正常か否かなどの測

定方法をあらかじめ細かく決めている。爪

圧迫については、１指ごとに検査し、軽く

にぎった被検者の手の指ごとに爪を強く押

さえ、離した後、爪の色が元に戻るまでの

時間などを測定することで正常かどうかを

判定する。

A についての検査結果は、常温下の皮膚

温が正常と異常の境界値、冷却負荷後の皮

膚温が中等度異常、冷却負荷後の皮膚温回

復率が少なくとも軽度異常、末梢循環障害

の客観的な判定方法として国際的にも重視

されている指動脈血圧測定が少なくとも異

常の可能性のある境界値であることが判定

できた。以上により、A は抹消循環障害も

認められるとされた。そして、長年にわた

り振動業務に従事してきた A が振動障害を

発症した場合であるから、これは業務に起

因して発症したと事実上推定すべきである

とされ、業務起因性は肯定された。
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